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①犯人は、市の職員や銀行員、警察官などを名乗って電話をかけ、

②その後、犯人は、

などと言って被害者宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取
。った後にＡＴＭで現金を引き出します

市の職員や銀行員、警察官などが電話で暗証番号を聞く
ことや、キャッシュカードを受け取りに行くことは絶対に
ありません。

・暗証番号を教えて
・キャッシュカードを自宅に取りに行く

は です。すぐに してください。詐欺 家族や警察に相談

犯人が市の職員や銀行員、警察官など
キャッシュカードをだましを名乗って、

が全国的に多数発生していま取る詐欺
す。

あなたの個人情報が
漏れて、キャッシュカ
ードが悪用されます。

キャッシュカードの再発行を勧める。・

手続に必要があるとして暗証番号を聞き出す。・

医療費の還付金が口座に
振り込まれます。
キャッシュカードは古い

ので取り替えます。

新しいキャッシュカードに取り替えますので、
担当者が受け取りに行きます。

～詐欺の手口～

第13号


